
第

二

千

四

百

九

十

一

号

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の

指
定

(

環
境
管
理
課)

七
〇
一

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

七
〇
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
〇
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
〇
三

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

七
〇
三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(
同

)

七
〇
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

七
〇
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

七
〇
五

正

誤

○
漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
中
訂
正

(

農

政

課)
七
〇
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

要
措
置
区
域

関
市
小
屋
名
字
上
中
島
四
一
八
番
一
、
四
二
〇
番
一
、
四
二
一
番
、
四
二
一
番
二
、
四
九
八
番
一
、

四
九
八
番
三
及
び
五
〇
七
番
一
の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措
置

地
下
水
の
水
質
の
測
定

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日



映
画

種
類

変
態
夫
婦
と
ろ
け
る
寝
室

女
教
師
秘
密
の
放
課
後

縄
の
貴
婦
人
牝
を
吊
り
下
げ
ろ

淫
Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
ま
ど
ろ
む
白
衣

セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ

(原
題
)TH
E
SESSIO

N
S

ど
す
け
べ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
好
色
ま
く
ら
営
業

人
妻
禁
猟
区
屈
辱
的
な
月
曜
日

義
父
の
愛
撫
く
い
込
む
舌
先

快
楽
民
宿
濡
れ
ハ
メ
紀
行

真
夜
中
の
不
倫
妻

痴
漢
電
車
い
け
な
い
夢
旅
行

Ｋ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｓ

題
名

等

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

20世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス

映
画

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
蔵

映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

日
活

配
給
会
社
名
等

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

神

原

西
津
汲
線

路
線
名

名
古
屋

多
治
見
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
字

上
山
七
二
〇
番
八
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字

岡
山
九
一
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

多
治
見
市
脇
之
島
町
六
丁
目

八
〇
番
地
先
か
ら

同

市
平
和
町
八
丁
目
三

二
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
10月
25日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

阿

木

大

井
線

路
線
名

区

間

恵
那
市
東
野
字
干
橋
一
〇
〇
五
番

二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

九
八
五
番
二

地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

一
般
国
道

百
五
十
七

号

本
巣
市
根
尾
長
嶺
字
地
堂
土
三
九

〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
根
尾
門
脇
字
祇
園
野
二
二

三
番
二
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･��･��

平
成�･�･��平成��･�･�平成��･�･�平成��･��･��平成��･��･��

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
ぁ
い
ん

三

代

表

者

の

氏

名

善
生

み
ゆ
き

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
東
町
二
丁
目
一
六
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
、
障
害
児
に
対
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
事
業
及
び
就
労
支
援
、
相
談
支
援
事
業
を
行
い
、
地
域

の
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
ス
ト
音
楽
院
友
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

矢
島

潤
一
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
徹
明
通
一
丁
目
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
リ
ス
ト
音
楽
院
に
留

学
し
た
演
奏
家
、
及
び
リ
ス
ト
音
楽
院
の
演
奏
家
、
ま
た
日
本
で

の
リ
ス
ト
音
楽
院
と
の
交
流
事
業
、
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
日
本

と
の
音
楽
交
流
事
業
の
活
動
に
対
し
て
、
演
奏
会
や
そ
の
他
音
楽

事
業
の
主
催
・
共
催
や
後
援
、
お
よ
び
そ
の
運
営
ま
た
は
活
動
に

関
す
る
連
絡
、
助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
の
文
化
芸
術
の
振
興
、
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
リ
ス
ト
音

楽
院
を
通
じ
た
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
住
ま
い
る
Ｂ
Ｏ
Ｘ
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

中
井

城
嗣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
二
野
二
八
七
〇
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
個
人
の
住
ま
い
と
地
域
の
環
境
に
関
す
る
相
談

や
、
家
庭
経
済
に
係
わ
る
諸
問
題
の
学
習
を
通
じ
て
、
高
齢
者
の

福
祉
面
も
伴
う
自
立
し
た
生
活
者
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
夢

の
あ
る
健
康
で
豊
か
な
生
活
環
境
を
築
く
た
め
の
支
援
を
行
い
、

も
っ
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
条
里
の
里
づ
く
り

三

代

表

者

の

氏

名

杉
山

茂

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
稲
富
一
三
〇
八
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
連
携
を
深
め
な

が
ら
、
環
境
と
調
和
し
た
地
産
地
消
の
農
業
推
進
、
地
域
の
歴
史

文
化
施
設
の
保
全
、
地
域
の
環
境
保
全
、
地
域
の
交
通
安
全
、
情

報
化
促
進
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
行
い
、
少
子
高
齢
社
会
に
よ
り

良
い
地
域
福
祉
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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年
一
月
三

野
郡
清
見

)

及
び
下

二
月
二
十

郡
金
山
町

に
限
る
。)

高
山
市(

平
成
十
七
年
一
月
三

十
一
日
に
お
け
る
大
野
郡
清
見

村
の
区
域
に
限
る
。)

及
び
下

呂
市(

平
成
十
六
年
二
月
二
十

九
日
に
お
け
る
益
田
郡
金
山
町

の
区
域
に
限
る
。)

高
山
市(

平
成
十
七

十
一
日
に
お
け
る
大

村
の
区
域
に
限
る
。

呂
市(

平
成
十
六
年

九
日
に
お
け
る
益
田

及
び
馬
瀬
村
の
区
域

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
岐
阜
羽
島
駅
前
店

羽
島
市
舟
橋
町
八
丁
目
一
番

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

五

店
舗
面
積

一
、
三
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
五
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
三
次
元
デ
ー
タ
計
測)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日
か
ら

同

二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
羽
島
市
、
美
濃
加
茂
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
瑞
穂
市
、
本
巣
市
、
海
津

市
、
羽
島
郡
岐
南
町
及
び
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
、
安
八
郡
神
戸
町
、
輪
之
内
町
及
び
安
八
町
、

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町
並
び
に
加
茂
郡
坂
祝
町

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
号
外
二�
漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等(

岐
阜
県
告
示
第

｢
｢

三
百
十
二
号)

一
〇
頁
の
表
中

は
、

｣

の
誤
り
。

｣
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平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


